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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計測装置と、検知対象領域の所定位置に反射基準点として配置された１又は複数の基準
反射体とを有し、
　前記計測装置は、反射物体観測手段と判定処理手段及び自己診断手段を有し、
　前記反射物体観測手段は、検知対象領域に電磁波を照射して前記基準反射体と反射物体
からの反射波を受信し、受信した反射波から前記基準反射体と反射物体までの距離と反射
強度を観測し、
　前記判定処理手段は、初期設定モードで、前記反射物体観測手段から検知対象領域に電
磁波を照射し、前記基準反射物体までの距離と反射強度を観測し、観測した反射強度に対
する所定の範囲と前記基準反射体までの距離の変動許容範囲を障害物判定の背景情報とし
て記憶し、
　検知実行モードでは、前記反射物体観測手段で観測した反射波の反射位置までの距離と
反射強度のなかから検出対象領域内の全ての反射位置までの距離と反射強度と背景情報と
を比較し、各反射位置までの距離と反射強度に背景情報と差が生じた反射位置までの距離
が背景情報に含まれる前記基準反射体までの距離の変動許容範囲外であるかどうかを判定
し、反射位置までの距離が前記基準反射体までの距離の変動許容範囲外のとき背景情報と
差が生じた反射強度が背景情報に含まれる前記基準反射体の反射強度の範囲以上であるか
を判定する処理を継続して行い、背景情報と差が生じた反射位置までの距離が前記基準反
射体までの距離の変動許容範囲外で、背景情報と差が生じた反射強度が背景情報に含まれ
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る前記基準反射体の反射強度の範囲以上になる検出回数を計数し、所定時間経過したとき
に検出回数が所定回数を超えている場合、検出対象領域に障害物が存在すると判定し、
　前記自己診断手段は、前記判定処理手段で背景情報と差が生じた反射位置までの距離が
背景情報に含まれる前記基準反射体までの距離の変動許容範囲内であり、かつ、背景情報
と差が生じた反射強度が背景情報に含まれる前記基準反射体の反射強度の範囲外であると
き、反射強度の範囲外になる検出回数を計数し、所定時間経過したときに、検出回数が所
定回数を超えているとき装置異常と判定することを特徴とする障害物検知装置。
【請求項２】
　前記反射物体観測手段は、ミリ波帯又はマイクロ波帯の電磁波を照射する請求項１記載
の障害物検知装置。
【請求項３】
　前記検知対象領域は踏切道である請求項１又は２記載の障害物検知装置。
【請求項４】
　初期設定モードで、検知対象領域に電磁波を照射し、基準反射物体までの距離と反射強
度を観測し、観測した反射強度に対する所定の範囲と前記基準反射体までの距離の変動許
容範囲を障害物判定の背景情報として記憶し、
　検知実行モードでは、検知対象領域に電磁波を照射して観測した反射波の反射位置まで
の距離と反射強度のなかから検出対象領域内の全ての反射位置までの距離と反射強度と背
景情報とを比較し、各反射位置までの距離と反射強度に背景情報と差が生じた反射位置ま
での距離が背景情報に含まれる前記基準反射体までの距離の変動許容範囲外であるかどう
かを判定し、反射位置までの距離が前記基準反射体までの距離の変動許容範囲外のとき背
景情報と差が生じた反射強度が背景情報に含まれる前記基準反射体の反射強度の範囲以上
であるかを判定する処理を継続して行い、背景情報と差が生じた反射位置までの距離が前
記基準反射体までの距離の変動許容範囲外で、背景情報と差が生じた反射強度が背景情報
に含まれる前記基準反射体の反射強度の範囲以上になる検出回数を計数し、所定時間経過
したときに検出回数が所定回数を超えている場合、検出対象領域に障害物が存在すると判
定し、
　前記背景情報と差が生じた反射位置までの距離が背景情報に含まれる前記基準反射体ま
での距離の変動許容範囲内であり、かつ、背景情報と差が生じた反射強度が背景情報に含
まれる前記基準反射体の反射強度の範囲外であるとき、反射強度の範囲外になる検出回数
を計数し、所定時間経過したときに、検出回数が所定回数を超えているとき装置異常と判
定することを特徴とする障害物検知方法。
【請求項５】
　前記検知領域に照射する電磁波は、ミリ波帯又はマイクロ波帯の電磁波である請求項４
記載の障害物検知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば列車が走行する軌道の踏切道における自動車や歩行者を検知する障
害物検知装置及び検知方法、特に検知精度の向上に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　鉄道保安装置の踏切警報装置は、軌道上を走行する列車が踏切に接近したときに踏切警
報を開始し、踏切道の通行を遮断して列車の安全運転と踏切道を通行する自動車や歩行者
の安全を図り、列車が踏切道を通過した後は速やかに通行遮断を解除して円滑な道路通行
を確保するようにしている。
【０００３】
　この踏切道における列車の安全運行が阻害されることを防止するため、例えばレーザー
センサや赤外線センサ、可視カメラによる光学センサあるいは超音波センサ又はループコ
イルセンサ等を使用した踏切障害物検知装置が使用されている。これらのセンサを使用し



(3) JP 4080435 B2 2008.4.23

10

20

30

40

50

た踏切障害物検知装置は、雨や雪、霧、風などの気象や照度等の影響を受けやすく、また
、システム構成によっては設置工期やコストが負担となる場合ある。これに対してマイク
ロ波のうち波長が数ｍｍ前後の短いミリ波を使用したセンサは、気象や照度等の影響を受
けにくく、線路間に配線や配管するような大掛かりな工事は必要ないので、設置工期やコ
ストを軽減することができるとともに、踏切内の障害物を確実に検知することができる。
【０００４】
　例えば特許文献１に示された踏切障害物検知装置は、レーザ光やミリ波を用いたレーダ
からなり、回転駆動する距離センサからレーザ光やミリ波を踏切内に放射し、その反射信
号に基づいて物体の方位情報と、その方位情報に対応する物体の距離情報を検知し、あら
かじめ記憶している方位情報毎の物体の距離情報と、検知した方位情報に対応する物体の
距離情報とを比較し、検知した物体が障害物であるか否を判定するようにしている。また
、踏切外の異なる３箇所の隅にそれぞれ反射板を設け、反射板の反射信号に基づいて距離
センサの回転方位と送受信性能のチェックと校正を行うようにしている。
【０００５】
　このような障害物の検出は防犯用にも応用でき、例えば特許文献２に示された進入物検
出方法は、ミリ波レーダで生成されたミリ波を検知エリアに照射し、照射エリア内に設置
された複数の反射物からの反射波を検出し、複数の反射物のうち少なくとも１つの反射物
からの反射波を検出できない場合、検知エリアに侵入物体が存在すると判定している。ま
た、反射波を検出できない反射物の位置応じて侵入物体の位置を特定するようにしている
。
【特許文献１】特開２００３－１１８２４号公報
【特許文献２】特許第３３７１９００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　踏切内の障害物を確実に検知するためには、検知対象領域である踏切内の未検知となる
死角を無くすことと、誤検知することなく確実に障害物の判定ができること及び装置の異
常を判断できる自己診断を行う等の手段が必須である。
【０００７】
　特許文献１に示された踏切障害物検知装置は、反射板の反射信号に基づいて距離センサ
の回転方位と送受信性能のチェックと校正を行っているが、障害物の検知は、物体から直
接反射した反射波によって障害物であるか否を判定しているため、距離センサと対向する
物体の向きによって反射波が戻ってこない場合があり、未検知が発生する場合がある。ま
た、距離センサを回転駆動するための機構を有するため、装置の信頼性に影響がある。
【０００８】
　また、特許文献２に示された進入物検出方法は、反射物からの反射波を検出できない場
合、侵入物体が存在すると判定しているため、反射波が検出できない現象が発生した時、
侵入した物体によるものか、装置の異常によるものか、又は反射体が無くなったものなの
かを判断することができず、誤検知が発生する場合がある。
【０００９】
　この発明はかかる問題を解消し、簡単な構成で障害物の未検知や誤検知を防いで確実に
障害物を検知することができる障害物検知装置及び検知方法を提供することを目的とする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明の障害物検知装置は、計測装置と、検知対象領域の所定位置に反射基準点とし
て配置された１又は複数の基準反射体とを有し、前記計測装置は、反射物体観測手段と判
定処理手段及び自己診断手段を有し、前記反射物体観測手段は、検知対象領域に電磁波を
照射して前記基準反射体と反射物体からの反射波を受信し、受信した反射波から前記基準
反射体と反射物体までの距離と反射強度を観測し、前記判定処理手段は、初期設定モード
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で、前記反射物体観測手段から検知対象領域に電磁波を照射し、前記基準反射物体までの
距離と反射強度を観測し、観測した反射強度に対する所定の範囲と前記基準反射体までの
距離の変動許容範囲を障害物判定の背景情報として記憶し、検知実行モードでは、前記反
射物体観測手段で観測した反射波の反射位置までの距離と反射強度のなかから検出対象領
域内の全ての反射位置までの距離と反射強度と背景情報とを比較し、各反射位置までの距
離と反射強度に背景情報と差が生じた反射位置までの距離が背景情報に含まれる前記基準
反射体までの距離の変動許容範囲外であるかどうかを判定し、反射位置までの距離が前記
基準反射体までの距離の変動許容範囲外のとき背景情報と差が生じた反射強度が背景情報
に含まれる前記基準反射体の反射強度の範囲以上であるかを判定する処理を継続して行い
、背景情報と差が生じた反射位置までの距離が前記基準反射体までの距離の変動許容範囲
外で、背景情報と差が生じた反射強度が背景情報に含まれる前記基準反射体の反射強度の
範囲以上になる検出回数を計数し、所定時間経過したときに検出回数が所定回数を超えて
いる場合、検出対象領域に障害物が存在すると判定し、前記自己診断手段は、前記判定処
理手段で背景情報と差が生じた反射位置までの距離が背景情報に含まれる前記基準反射体
までの距離の変動許容範囲内であり、かつ、背景情報と差が生じた反射強度が背景情報に
含まれる前記基準反射体の反射強度の範囲外であるとき、反射強度の範囲外になる検出回
数を計数し、所定時間経過したときに、検出回数が所定回数を超えているとき装置異常と
判定することを特徴とする。
【００１２】
　また、前記反射物体観測手段は、ミリ波帯又はマイクロ波帯の電磁波を照射し、前記基
準反射体までの距離と反射強度の観測によって、外乱の影響を受けにくくして誤検知を防
ぐ。
【００１５】
　さらに、前記検知対象領域を踏切道にして、踏切道における障害物の有無と、装置異常
の有無を確実に検知して、列車の安全運転と踏切道を通行する自動車や歩行者の安全を図
る。
【００１６】
　この発明の障害物検知方法は、初期設定モードで、検知対象領域に電磁波を照射し、基
準反射物体までの距離と反射強度を観測し、観測した反射強度に対する所定の範囲と前記
基準反射体までの距離の変動許容範囲を障害物判定の背景情報として記憶し、検知実行モ
ードでは、検知対象領域に電磁波を照射して観測した反射波の反射位置までの距離と反射
強度のなかから検出対象領域内の全ての反射位置までの距離と反射強度と背景情報とを比
較し、各反射位置までの距離と反射強度に背景情報と差が生じた反射位置までの距離が背
景情報に含まれる前記基準反射体までの距離の変動許容範囲外であるかどうかを判定し、
反射位置までの距離が前記基準反射体までの距離の変動許容範囲外のとき背景情報と差が
生じた反射強度が背景情報に含まれる前記基準反射体の反射強度の範囲以上であるかを判
定する処理を継続して行い、背景情報と差が生じた反射位置までの距離が前記基準反射体
までの距離の変動許容範囲外で、背景情報と差が生じた反射強度が背景情報に含まれる前
記基準反射体の反射強度の範囲以上になる検出回数を計数し、所定時間経過したときに検
出回数が所定回数を超えている場合、検出対象領域に障害物が存在すると判定し、前記背
景情報と差が生じた反射位置までの距離が背景情報に含まれる前記基準反射体までの距離
の変動許容範囲内であり、かつ、背景情報と差が生じた反射強度が背景情報に含まれる前
記基準反射体の反射強度の範囲外であるとき、反射強度の範囲外になる検出回数を計数し
、所定時間経過したときに、検出回数が所定回数を超えているとき装置異常と判定するこ
とを特徴とする。

【発明の効果】
【００１７】
　この発明は、検知対象領域に照射した電磁波の反射物体からの反射波を受信し、受信し
た反射波から得た反射物体までの距離と反射強度の変動を判定して障害物の有無を判定す
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るとともに、観測した反射物体までの距離と反射強度の変動があらかじめ定めた基準範囲
外であるか否により装置の異常の有無を判定して、障害物の誤検知を防ぎ、高精度に障害
物の有無を検知することができる。
【００１８】
　また、検知対象領域の水平方向と垂直方向の全面に電磁波を照射し、障害物の検知もれ
が生じることを防いで、検知対象領域内の障害物の有無を確実に検知することができる。
【００１９】
　さらに、検知対象領域にミリ波帯又はマイクロ波帯の電磁波を照射することにより、外
乱の影響を受けにくくして誤検知を防ぐことができる。
【００２０】
　また、観測した距離と反射強度が一定時間変動しているとき、その反射物体を障害物と
判定したり、反射強度があらかじめ定めた閾値を一定時間以上逸脱し、かつ、基準反射体
又は反射物体までの距離が検知対象領域内を逸脱した場合に、装置異常と判定することに
より、自然変動や外乱の影響を受けにくくして、障害物の有無や装置の異常の有無を確実
に判定することができる。
【００２１】
　また、検知対象領域を踏切道にして、踏切道における障害物の有無と、装置異常の有無
を確実に検知することにより、列車の安全運転と踏切道を通行する自動車や歩行者の安全
を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１はこの発明の踏切障害物検知装置の構成を示す斜視図である。図に示すように、列
車が走行する軌道１の踏切道２に設けられた踏切障害物検知装置は、２組の計測装置３ａ
，３ｂと、複数例えば軌道１が複線の場合は、６組の反射基準点となるリフレクタ４ａ～
４ｆを有し、図２に示すように、軌道１が複々線の場合には、１０組のリフレクタ４ａ～
４ｊを有する。計測装置３ａ，３ｂは、それぞれ踏切道２の出入口で踏切遮断機６の近傍
の位置で、幼児や車椅子等の歩行者や軽車両から大型車両まで検知できる最適な一定高さ
で設置され、通信インタフェースを介して踏切制御装置５に接続されている。各リフレク
タ４は、踏切道２を挟んで踏切遮断機６の近傍で軌道１と踏切道２の外側と、軌道１の間
及び踏切道２を挟んで踏切遮断機６と対向する軌道１の外側の位置に配置されている。
【００２３】
　計測装置３は、図３のブロック図に示すように、反射物体観測部７と判定処理部８と記
憶部９及び自己診断部１０を有する。
【００２４】
　反射物体観測部７は、踏切道２に電磁波、例えばミリ波を照射し、各リフレクタ４から
の反射波を受信して各リフレクタ４までの距離と反射強度を観測するものであり、ＩＦ(I
ntermediate Frequency)／ＢＢ(Base Band)部１１とＲＦ(Radio Frequency)部１２とアン
テナ１３及び信号処理部１４を有する。ＩＦ／ＢＢ部１１は、レーダ方式に則して送信波
を周波数変調させて中間周波信号を得てＲＦ部１２に送る。このレーダ方式は、物体の距
離が検出できれば、ＦＭ(Frequency Modulated)－ＣＷ(Continuous Wave)方式やパルス方
式あるいは２周波ＣＷ方式又はスペクトラム拡散方式の何れであっても良い。ＲＦ部１２
は、ＩＦ／ＢＢ部１１で周波数変調した中間周波信号を、ミリ波帯の電力増幅及び周波数
逓倍を行いアンテナ１３に送る。アンテナ１３は、ＲＦ部１２からの三角波や正弦波、矩
形波に周波数変調されたミリ波の送信信号を踏切道２に照射し、リフレクタ４からの反射
波を受信する。また、ＲＦ部１２は、アンテナ１３で受信したリフレクタ４からの反射波
を低雑音増幅してＩＦ／ＢＢ部１１に送る。ＩＦ／ＢＢ部１１は、ＲＦ部１２で受信した
反射波と送信波を混合し、距離成分を含んだビート信号を得る。信号処理部１４は、ＩＦ
／ＢＢ部１１で得たビート信号をサンプリングしてデジタル変換を行い、高速フーリエ演
算からスペクトラム解析を用いて、周波数と受信電力強度（反射強度）のスペクトラムデ
ータからミリ波の反射位置までの距離と反射強度を算出する。記憶部９にはあらかじめ計
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測装置３に対応するリフレクタ４までの距離が検知対象領域の範囲として記憶している。
【００２５】
　この反射物体観測部７のアンテナ１３は、図１又は図２の配置図に示すように、照射し
たミリ波を反射するリフレクタ４の数に応じたペンシルビームアンテナを設けたり、水平
方向のミリ波のビーム幅を広げて複数のリフレクタ４を検知するワイドビーム方式、又は
、複数アンテナを電子的に切り替える電子スキャン方式の何れかを選択する。そしてアン
テナ１３から照射するミリ波の水平方向のビーム幅は隙間がないようにして、踏切道２内
の全面を照射できるようにする。例えば図２に示すように、複々線の踏切でペンシルビー
ム方式のアンテナ１３を使用した場合は、一方の計測装置３ａのアンテナ１３の各ペンシ
ルビームアンテナから照射したミリ波のビーム１５が互いに重なり合い、他方の計測装置
３ｂのアンテナ１３の各ペンシルビームアンテナから照射したミリ波のビーム１５が互い
に重なり合うようにして、計測装置３ａと計測装置３ｂのアンテナ１３から踏切道２の全
面にビームを照射するようにする。また、アンテナ１３から照射するミリ波の垂直方向の
ビーム幅は、図４に示すように、照射されたビーム１５が車両１９の車輪間をすり抜けな
いようにする。
【００２６】
　判定処理部８は、踏切制御装置５の制御を受け、反射物体観測部７の信号処理部１４か
ら出力するミリ波の反射位置までの距離と反射強度を記憶部９に記憶し、反射位置までの
距離と反射強度の変動から障害物の有無を判定して、判定結果を踏切制御装置５に出力す
る。
【００２７】
　自己診断部１０は、判定処理部８からミリ波の反射位置までの距離と反射強度を入力し
て計測装置３の異常の有無を診断して、診断結果を踏切制御装置５に出力するものであり
、反射強度が自然変動に応じて定めた所定範囲内を一定時間逸脱し、かつ反射位置までの
距離が検知対象領域である踏切道２内から逸脱した場合、計測装置３に異常が発生したと
判定する。
【００２８】
　踏切制御装置５は、計測装置３からの障害物判定処理結果や自己診断判定結果を入力し
、踏切道２に障害物が存在することを検出したときや、計測装置３に異常が発生したとき
、警報装置１６に異常を知らせる信号を送り、警報装置１６を発光させて報知し、その状
況を通報装置１７を介して保守装置１８に送り管理者へ通報する。
【００２９】
　前記のように構成された計測装置３で踏切道２内の障害物の存在を検知するときの処理
を図５のフローチャートを参照して説明する。
【００３０】
　計測装置３の判定処理部８は、まず、図５に示すように、動作モードとして初期設定モ
ードが設定されているか検知実行モードが設定されているかを確認し（ステップＳ１）、
踏切制御装置５より動作モードとして初期設定モードが設定されると（ステップＳ２）、
全ての処理をリセットして、反射物体観測部７に計測を開始させる（ステップＳ３）。反
射物体観測部７は障害物がない状態で検知対象領域である踏切道２内にミリ波を照射し、
その反射波を受信して検知対象領域内の基準反射物体である各リフレクタ４までの距離と
反射強度を一定時間観測する（ステップＳ４）。すなわち、反射物体観測部７の信号処理
部１４はＩＦ／ＢＢ部１１に送信波を送る。ＩＦ／ＢＢ部１１は送られた送信波を周波数
変調して中間周波信号をＲＦ部１２に送る。ＲＦ部１２は送られた中間周波信号によりミ
リ波を発生させてアンテナ１３から踏切道２内に照射し、アンテナ１３で受信した反射波
を低雑音増幅してＩＦ／ＢＢ部１１に送る。ＩＦ／ＢＢ部１１は、受信した反射波と送信
波から距離成分を含んだビート信号を生成して信号処理部１４に送る。信号処理部１４は
送られたビート信号をサンプリングしてデジタル変換を行い、各反射物までの距離と反射
強度を算出して判定処理部８に送る。
【００３１】
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　判定処理部８は送られた各反射物までの距離と反射強度のなかで検知対象領域内にある
反射物すなわち各リフレクタ４の反射強度を選択し、観測した反射強度に対する所定の範
囲を各リフレクタ４までの距離の変動許容範囲とともに障害物判定の背景情報として記憶
部９に記録する（ステップＳ５）。この反射強度の範囲は、図６に示すように、計測装置
３のアンテナ１３から距離Ｒ０に設けられた１つのリフレクタ４の領域に照射するビーム
１５に注目して、観測された反射強度をＰ０とすると、自然変動を考慮した反射強度の最
大値として（Ｐ０＋ｎ）、反射強度の最小値として（Ｐ０－ｎ）を反射強度の範囲として
記憶部９に記憶する。そして記憶部９に記録してある検知情報等を消去する（ステップＳ
６）。
【００３２】
　この状態で踏切制御装置５より動作モードとして検知実行モードが設定されると（ステ
ップＳ７）、計測装置３は踏切道２内にミリ波を照射し、踏切道２内からの全ての反射波
を受信して、受信した反射波の反射位置までの距離と反射強度を検出して判定処理部８に
送る（ステップＳ８）。判定処理部８は送られた各反射位置までの距離と反射強度のなか
から検出対象領域内の全ての反射位置までの距離と反射強度と、初期設定モードで記録し
た背景情報とを比較しその差を判定する（ステップＳ９）。この判定の結果、検知対象領
域内の各反射位置までの距離と反射強度が背景情報と差がない場合、反射物体観測部７に
よる各反射位置までの距離と反射強度の観測を、踏切道２の監視時間を考慮して例えば１
００ミリ秒の処理周期で繰り返す（ステップＳ１０，Ｓ８）。
【００３３】
　この観測を続行して検出対象領域内の各反射位置までの距離と反射強度に背景情報と差
が生じた場合（ステップＳ１０）、障害物が存在する疑いが有るか、装置に異常が生じた
疑い有りとして判定処理部８は判定処理を継続する。そして背景情報と差が生じた反射位
置までの距離が背景情報に含まれる各リフレクタ４までの距離の変動許容範囲外であるか
どうかを判定する（ステップＳ１１）。この判定の結果、反射位置までの距離が各リフレ
クタ４までの距離の変動許容範囲外のときは、背景情報と差が生じた反射強度が背景情報
に含まれる各リフレクタ４の反射強度の範囲以上であるかを判定する（ステップＳ１２）
。この判定の結果、反射位置までの距離が各リフレクタ４までの距離の変動許容範囲外で
、背景情報と差が生じた反射強度が背景情報に含まれる各リフレクタ４の反射強度の範囲
以上のとき、その検知情報を記憶部９に記録する(ステップＳ１３)。
【００３４】
　例えば、図７に示すように、計測装置３のアンテナ１３から距離Ｒ０に設けられた１つ
のリフレクタ４の領域に照射するビーム１５に注目した場合、踏切道２を走行する車両１
９が水平方向のビーム１５外の位置Ｃ０，Ｃ４に存在する場合は、図８の距離に対する受
信強度分布の変化特性図に示すように、リフレクタ４までの距離Ｒ０に応じた反射強度Ｐ
０だけが観測される。これに対して車両１９がビーム１５内の位置Ｃ１，Ｃ３に存在する
場合は、リフレクタ４までの距離Ｒ０に対応した反射強度Ｐ０及び位置Ｃ１，Ｃ３までの
距離に対応した反射強度が観測される。そして車両１９が計測装置３に近い距離Ｒ１に存
在する場合、観測する反射強度は最も高い反射強度Ｐ２となり、車両１９が計測装置３か
ら距離Ｒ１，Ｒ２，Ｒ０と離れるにしたがって観測される反射強度は反射強度Ｐ２，Ｐ１
，Ｐ０と低くなる。したがって踏切道２内に車両１９が存在する場合は、反射強度Ｐ２，
Ｐ１が各リフレクタ４の反射強度の範囲（Ｐ０＋ｎ）以上になり、踏切道２に障害物が存
在することになる。
【００３５】
　判定処理部８は、この処理を継続して行い、背景情報と差が生じた反射位置までの距離
が各リフレクタ４までの距離の変動許容範囲外で、背景情報と差が生じた反射強度が背景
情報に含まれる各リフレクタ４の反射強度の範囲以上になる検出回数を計数し（ステップ
Ｓ１４）、所定時間経過したときに、検出回数が所定回数を超えているかどうかを判定す
る（ステップＳ１５，Ｓ１６）。この判定の結果、検出回数が所定回数を超えている場合
、判定処理部８は踏切道２に静止した障害物や移動中の障害物が存在すると判定し（ステ



(8) JP 4080435 B2 2008.4.23

10

20

30

40

50

ップＳ１７）、障害物の検知時間と位置を示す障害物検出情報を記憶部９に記録して踏切
制御装置５に送る（ステップＳ１８）。
【００３６】
　踏切制御装置５は障害物の検知情報を入力すると、警報装置１６で踏切道２に障害物が
あることを報知させ、その状況を通報装置１７を介して保守装置１８に送り管理者に伝え
る。
【００３７】
　また、背景情報と差が生じた反射位置までの距離が背景情報に含まれる各リフレクタ４
までの距離の変動許容範囲外であるかどうかを判定した結果（ステップＳ１１）、背景情
報と差が生じた反射位置までの距離が背景情報に含まれる各リフレクタ４までの距離の変
動許容範囲内であるとき、すなわち、リフレクタ４までの距離Ｒ０と反射強度だけが観測
されているときに背景情報と差が生じているとき、自己診断部１０は計測装置３に異常が
発生したかどうかの自己診断処理に入る。自己診断部１０は、判定処理部８で背景情報と
差が生じた反射位置までの距離が背景情報に含まれる各リフレクタ４までの距離の変動許
容範囲内であると判定すると、背景情報と差が生じた反射強度が背景情報に含まれる各リ
フレクタ４の反射強度の範囲内であるかを判定する（ステップＳ１９）。この判定の結果
、背景情報と差が生じた反射強度が背景情報に含まれる各リフレクタ４の反射強度の範囲
外であるとき、反射強度の範囲外になる検出回数を計数し（ステップＳ２０）、所定時間
経過したときに、検出回数が所定回数を超えているかどうかを判定する（ステップＳ２１
，Ｓ２２）。この判定の結果、検出回数が所定回数を超えている場合、自己診断部１０は
計測装置３に異常が生じたことを示す情報を踏切制御装置５に送る（ステップＳ２３）。
また、所定時間経過したときに、検出回数が所定回数を超えていない場合は、自己確認の
ため、計測装置３を自動的に一時的に初期設定モードにして基準背景を生成して検知処理
を実行させる(ステップＳ２４、Ｓ３)。
【００３８】
　また、背景情報と差が生じた反射位置までの距離が背景情報に含まれる各リフレクタ４
までの距離の変動許容範囲外であるかどうかを判定し（ステップＳ１１）、この判定の結
果、反射位置までの距離が各リフレクタ４までの距離の変動許容範囲外のとき、背景情報
と差が生じた反射強度が背景情報に含まれる各リフレクタ４の反射強度の範囲以上である
かを判定した結果（ステップＳ１２）、反射位置までの距離が各リフレクタ４までの距離
の変動許容範囲外で、反射強度が背景情報に含まれる各リフレクタ４の反射強度の範囲内
のときも、自己診断部１０は自己診断処理に入り、反射位置までの距離が各リフレクタ４
までの距離の変動許容範囲外で、反射強度が背景情報に含まれる各リフレクタ４の反射強
度の範囲内になる検出回数を計数し（ステップＳ２０）、所定時間経過したときに、検出
回数が所定回数を超えているかどうかを判定する（ステップＳ２１，Ｓ２２）。この判定
の結果、検出回数が所定回数を超えている場合、自己診断部１０は計測装置３に異常が生
じたことを示す情報を踏切制御装置５に送る（ステップＳ２３）。
【００３９】
　踏切制御装置５は計測装置３に異常が生じたことを示す情報を入力すると、計測装置３
の処理を停止させ、警報装置１６で異常を報知させ、その状況を通報装置１７を介して保
守装置１８に送り管理者に伝える。
【００４０】
　前記説明では計測装置３からミリ波帯の電磁波を制御対象領域に照射する場合について
説明したが、ミリ波帯の電磁波を限定するものではなく、マイクロ波帯であっても良い。
【００４１】
　また前記説明では、踏切道２の障害物を検知する場合について説明したが、例えば防犯
用の侵入物体の検知にも同様にして適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】この発明の踏切障害物検知装置の構成を示す斜視図である。
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【図２】複々線の場合の踏切障害物検知装置の配置を示す平面図である。
【図３】計測装置の構成を示すブロック図である。
【図４】計測装置から照射するビームを示す側面図である。
【図５】障害物検知処理を示すフローチャートである。
【図６】リフレクタの反射ビームを示す模式図である。
【図７】踏切道を走行する車両の位置に応じた反射ビームを示す模式図である。
【図８】距離に対する受信強度分布の変化特性図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１；軌道、２；踏切道、３；計測装置、４；リフレクタ、５；踏切制御装置、
　６；踏切遮断機、７；反射物体観測部、８；判定処理部、９；記憶部、
　１０；自己診断部、１１；ＩＦ／ＢＢ部、１２；ＲＦ部、１３；アンテナ、
　１４；信号処理部、１６；警報装置、１７；通報装置、１８；保守装置。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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